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奨
学
金
返
還
支
援
事
業

奨
学
金
を
返
還
し
て
い
る
方
を
支
援
し
ま
す

新
入
学
児
童
の
健
康
診
断

　

大
口
町
で
は
、
自
身
の
修
学
の
た
め
、

本
人
が
貸
与
型
奨
学
金
（
有
利
子
・
無
利

子
を
問
い
ま
せ
ん
）
を
借
り
、
現
在
、
返

還
中
の
方
を
支
援
し
ま
す
。
助
成
金
は
１

年
の
上
限
を
１
万
円
と
し
、
連
続
す
る
３

年
間
支
援
し
ま
す
（
毎
年
申
請
が
必
要
で

す
）。

対
象
と
な
る
方

▽�

令
和
７
年
８
月
１
日
時
点
に
お
い
て
、

継
続
し
て
１
年
以
上
大
口
町
に
住
所
を

有
し
て
い
る
方
。

▽�

本
人
が
、
自
身
の
修
学
の
た
め
貸
与
型

奨
学
金
を
借
り
、
令
和
６
年
８
月
か
ら

令
和
７
年
７
月
の
１
年
間
に
、
奨
学
金

を
返
還
さ
れ
た
方
。

▽�

申
請
時
に
町
税
の
滞
納
が
な
い
方
。

必
要
な
書
類

①�

助
成
金
支
給
申
請
書
兼
請
求
書

※�

様
式
は
学
校
教
育
課
窓
口
で
受
け
取
る

か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。

②�

貸
付
団
体
が
発
行
し
た
、
奨
学
金
を
返

還
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
。

日
本
学
生
支
援
機
構
の
場
合
は
「
奨
学

金
返
還
証
明
書
」
と
「
奨
学
金
返
還
額

証
明
書
」
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※�

同
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ス
カ
ラ
ネ
ッ

ト
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
ま
た
は
郵
送
に
て
申

請
し
、
お
取
り
寄
せ
く
だ
さ
い
。

③�

令
和
６
年
８
月
か
ら
１
年
間
に
支
払
っ

た
返
還
金
額
が
わ
か
る
も
の
（
引
き
落

と
し
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
通
帳
の
写

し
等
）

④�

入
金
を
希
望
す
る
申
請
者
本
人
の
通
帳

の
写
し
（
金
融
機
関
、
支
店
名
、
口
座

名
義
、
口
座
番
号
、
預
金
種
別
が
わ
か

る
も
の
）

※
現
金
で
の
お
渡
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

受
付
期
間

８
月
１
日
（
金
）
か
ら
９
月
１
日
（
月
）

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

※�

土
・
日
・
祝
日
、
正
午
か
ら
午
後
１
時

を
除
く

受
付
場
所
等

�

学
校
教
育
課
窓
口

（
大
口
町
中
央
公
民
館
２
階
）

���　

郵�

送
受
付　

９
月
１
日
（
月
）
必
着　

　

〒
４
８
０
ー

０
１
２
６

大
口
町
伝
右
一
丁
目
47
番
地

大
口
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課　

宛

問
合
せ
先

　

学
校
教
育
課　

☎︎
95
ー

４
４
４
６

　

メ
ー
ル��kyouiku@

tow
n.oguchi.lg.jp

対�

象　

令
和
８
年
４
月
か
ら
小
学
校
に
入

学
す
る
幼
児　

場
所
お
よ
び
日�

に
ち

▽
南
小
学
校　

10
月
６
日
（
月
）
午
後

▽
北
小
学
校　

10
月
９
日
（
木
）
午
後

▽
西
小
学
校　

10
月
10
日
（
金
）
午
後

※�
詳
し
い
日
程
は
、
９
月
上
旬
発
送
予
定

の
通
知
書
に
て
ご
案
内
し
ま
す
。

内�

容
▽
適
性
検
査　

▽�

学
校
医
に
よ
る
健
康
診
断（
内
科
・
歯
科
）

▽
視
力
・
聴
力
検
査

問�

合
せ
先

　

中
央
公
民
館
２
階

　

学
校
教
育
課　

☎︎
95
―

４
４
４
６

大
口
町
監
査
委
員
に
選
任

　

４
月
１
日
付
で
後
藤
滋
幹
さ
ん
が
、
大
口

町
監
査
委
員
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、

令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

後
藤
監
査
委
員
に
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
に

代
わ
り
、
大
口
町
の
財
務
事
務
や
事
務
の
執

行
等
が
公
正
で
合
理
的
か
つ
効
率
的
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
か
を
監
査
す
る
役
割
を
担
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。


